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検査・医療提供体制

発症からPCR検査（行政検査）まで

帰国者・接触者
相談センター

患者や家族

医師

各圏域の保健所

相談・受診の目安
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦
怠感）、高熱等の強い症状のいずれかが
ある場合

・重症化しやすい方（※）で、発熱や咳な
どの比較的軽い風邪の症状がある場合

・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い
風邪の症状が続く場合

（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD
等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免
疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

疑い例の定義
ア 発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者で

あって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したもの
と濃厚接触歴があるもの

イ ３７．５℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前１４日以
内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に
渡航又は居住していたもの

ウ ３７．５℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前１４日以
内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に
渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの

エ 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑う症状のうち、集中治療に
準ずるものが必要かつ、疑似症と判断し、新型コロナウイルス
感染症の鑑別を要したもの

オ アからエまでに掲げるほか、次のいずれかに該当し、医師が新
型コロナウイルス感染症を疑うもの

・ 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎
が疑われる（特に基礎疾患があるものについては、積極的に考
慮する）

・ 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原
体検査で陽性となった者であって、その治療への反応が乏しく
症状が増悪した場合に、新型コロナウイルス感染症が疑われる

・医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑
う

患者が疑い例の
定義(ア)～(オ)
に合致する

相談・受診の目
安に当てはまる

保健所に帰国者・接触者
外来の受診調整を依頼

帰国者・接触者外来

陽性であれば
発生届

受診調整

県健康医療福祉部
新型コロナウイルス感染症対策班
調査チーム・入退院搬送調整チー
ム（コントロールセンター班）

報告

※健康医療福祉部感染症対策班は、６月
23日以降、医療政策課感染症対策室に移
行



帰国者・接触者
相談センター

各圏域の保健所

保健所に帰国者・
接触者外来の受診
調整を依頼

帰国者・接触者外来

陽性であれば
発生届

受診調整

報告

疑い例の定義等によるスクリーニング
医療機関専用
ホットライン

相談者が疑い例に合致するか

重症化しやすい基礎疾患
等（＊１）がある

合致する 合致しない

ある ない保健所に受診調整を依頼

医師が疑い例に
合致すると判断

発生届

診察により新型コロナウイルス感染症を疑うか

疑う 疑わない

他疾患の治療等行政検査
検体採取

陽性 陰性

県健康医療福祉部
新型コロナウイルス感染症対策班

入院調整
受入病床のある病院

入退院搬送調整チーム
（コントロールセンター）

調査チーム 県衛生科学センター

イメージ

福井新聞2/11より

検体

結果

※健康医療福祉部感染症対策班は、６
月23日以降、医療政策課感染症対策室
に移行

＊１ 重症化しやすい基
礎疾患等

糖尿病、心不全、呼吸器
疾患（COPD等）等の基礎
疾患がある方、妊婦、透
析を受けている方、免疫
抑制剤や抗がん剤等を用
いている方、一般医療機
関を受診したが数日間改
善傾向にない方 等

陽性確定から搬送・入院まで
〇 陽性となった場合は、原則として入院となるため、滋賀県COVID-19災害コントロールセン

ター（滋賀県危機管理センター内）において、新型コロナウイルス感染症を受け入れる病床の
ある病院と、入院調整を行う。

〇 入院先が整えば、コントロールセンターにおいて、搬送方法を調整して患者の搬送を行う。
（県で契約している民間救急や、県の公用車、消防救急車等で搬送）



発症からPCR検査（PCRセンター）まで

患者や家族

各検査センターの
登録医療機関の
医師

各圏域の保健所

地域外来・検査センター
（PCRセンター）

予約

民間検査機関

イメージ

福井新聞2/11より

検体

結果

県健康医療福祉部
新型コロナウイルス感染症対策班

入院調整

受入病床のある病院

入退院搬送調整チーム
（コントロールセンター）

調査チーム

受診

報告

陽性ならば
発生届

PCRセンターでの検査については、それぞれ検査時間や予約方法なども異
なるため、それぞれの地域医師会に照会してください。
※例えば、草津総合病院の場合は、
〇検査日時：月～木 １３：３０～１５：００
〇完全予約制
〇予約時間は８：３０～１７：００（当日の検査予約は１２：３０まで）
〇必ず草津・栗東医師会の検査センター登録医から予約

※健康医療福祉部感染症対策班は、６月23
日以降、医療政策課感染症対策室に移行

〇 現在、日本国内で、薬機法上の体外診断用医薬品として、承認を得た抗体検査はない。
〇 現時点では、新型コロナウイルス感染症の抗体は、どのくらいの量があれば感染しないか、抗体をどれだけの期間保有して

いるのか等、抗体獲得による効果について十分な情報がないため、抗体を持っていても感染しないかどうかわからない。
〇 抗体検査そのものの精度についても、日本では十分な評価がなされていない。
〇 診断を目的としてではなく、社会にどれくらい抗体を持った方（＝新型コロナウイルス感染症に感染したことがある方）が

いるかを調べて、行政の感染対策に生かすという疫学調査目的で使用される方向。

PCR検査以外の検査方法について
抗原検査

〇 抗原検査は、新型コロナウイルスの抗原（ウイルスを特徴づけるたんぱく質）を検出する検査キットによって行われる検査
〇 検体採取場所で、約30分で迅速かつ簡便に検査をすることができる。
〇 抗原検査で陽性となった場合は、新型コロナウイルス感染症として確定診断とすることができる（追加のPCR検査は不

要。）
〇 しかし、検出には一定以上のウイルス量が必要であるため、無症状の患者のスクリーニングには適さない。
〇 陰性となった場合、発症後２～９日目以内の者については追加のPCR検査は不要だが、それ以外の者や、臨床経過から感染

が疑われる者については、確定診断のため、PCR検査が必要。
〇 県では、クラスター発生時等の迅速診断に使用するため、一定量県庁に備蓄
〇 検査センター等においても迅速に結果判明が必要な事案の検査にも活用する。【供給済み医療機関：6病院】

抗原検査 PCR検査

調べるもの ウイルスを特徴づけるたんぱ
く質（抗原）

ウイルスの遺伝子配列

精度 検出には一定以上のウイルス
量が必要

少ない量のウイルスで検出で
きる

検査実施場所 検体採取場所で実施 検体を検査機関に搬送して実
施

判定時間 約30分 数時間＋検体搬送時間

抗体検査



＜ピーク時の必要病床数の試算について＞

【仮定条件】
■５／１１以降、4月上旬の実効再生産数（以下、Ｒt）を30％減（Ｒt = 1.75）

→ 人工呼吸器稼働率30％超時にＲt を50％減（Ｒt = 1.25）
→ 人工呼吸器稼働率60％超時にＲt を80％減（Ｒt = 0.5）

■人工呼吸器使用台数の上限を50台 ■退院日数は10日 ■感染者のうち確認される割合25％

＜試算結果＞
① ピーク時の陽性患者数 660人
② 入院患者数（中等症以上）132人（①×20％）
③ ②のうち人工呼吸器使用者 33人（①× 5％）

④ ②の入院以外の患者数（軽症者）528人（①－②）

⑤ ④の患者のうち宿泊療養想定 250人（自宅療養はゼロの想定）
（２ホテル310室（62室＋250室）× 8割程度の稼働と想定）

⑥軽症だが入院が必要な人数 278人（④－⑤）

◇ 以上から、ピーク時の必要病床数 ≒ 410床（②＋⑥）と想定
ただし患者数の上振れを考慮しピーク時病床は450床を確保

◇ なお、いつでも即時受入れ可能な病床として最低確保しておく
病床数として 140床を目安として各病院と調整を行う

◇ ホテルピアザびわ湖については、当面維持する

9

入院医療体制について（６月22日時点）

10

患
者
数

時間

病床・宿泊療養施設
確保タイミングと計画体制

６月22日時点 最大推計
患者数

660名

【計画700人分】

病床数 450床
ホテル① 50室
ホテル② 200室

【計画400人分】

病床数 290床
ホテル① 50室
ホテル② 60室

入院患者数

新規感染者数

【計画140人分】

病床数 140床
ホテル① 0室

【計画260人分】

病床数 210床
ホテル① 50室

入院患者数130人超
➡【要請】
・80床増床
・ホテル② 60室開設

入院患者数330人超
➡【要請】
・160床増床
・ホテル② 140室増

入院患者数70人超
➡【要請】
・70床増床
・ホテル① 50室開設

Ｘ日 Ｘ+15日 Ｘ+35日



新型コロナウイルス感染症
とは

新型コロナウイルス感染症とは

厚生労働科学研究「振興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究」
斎藤繭子・東北大学大学院医学系研究科微生物学准教授の講演資料より抜粋して作成



新型コロナウイルス感染症
にかかると
どのような症状がでるのか？

厚生労働科学研究「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究」山岸拓也・国
立感染症研究所薬剤耐性研究センター第四室長講演資料より抜粋



新型コロナウイルス感染症
はどのように感染するの
か。

息を吐く
話をする
咳をする

くっつく
くっつく

さわるさわる 表面のウイ
ルス

新型コロナウイルス感染症の感染経路
は基本的に接触感染・飛沫感染

ー目・鼻・口から体内に侵入する

厚生労働科学研究「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究」
斎藤繭子・東北大学大学院医学系研究科微生物学准教授の講演資料より抜粋して作成



新型コロナウイルス感染症は
どのように広がっていくか。

厚生労働科学研究「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実相のための研究」
斎藤繭子・東北大学大学院医学系研究科微生物学准教授の講演資料より抜粋して作成

感染者から次の感染者に感染させる割合（２次感染率）は低い。

濃厚接触者のうちの発症者の割合（２次感染率）は10～20％未満

家庭内でも、２次感染率は11.2％と非常に低い。

だいたい８割の人は、他の人に移していない。

青い箱ひげ図が
濃厚接触者のう
ちの発症者

厚生労働科学研究「新興・再興感染症のリスク評価と危機
管理機能の実装のための研究」斎藤繭子・東北大学大学院
医学系研究科微生物学准教授の講演資料より抜粋して作成



厚生労働科学研究「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究」斎藤繭子・東
北大学大学院医学系研究科微生物学准教授の講演資料より抜粋して作成

１人が多くの人に感染させているイベント（クラスター）を把握する。

可能な範囲での感染源の推定（さかのぼり調査）及び感染者の濃厚接触
者の把握と適切な管理（行動制限）を行う。

クラスターの発端が明確で、かつ濃厚接触者のリストアップが適切であ
れば、既に囲い込まれた範囲で次の感染が発生するため、それ以上のク
ラスターの連鎖には至らない。 国立感染症研究所 感染症疫学センター 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査

実施要領」（令和2年5月29日版）より抜粋

〇 ３密：特に換気の悪い「密閉」された空間で多くの人が発声を伴う行動（歌唱や会
話等）を、対面を含む「密接」した状況で行い、一定時間の接触がある場合（密
集）、2次感染が発生する可能性が高くなることが知られる。

〇 国内ではライブハウス、船内、スポーツジムなどが知られる

１人が多くの人に感染させている場面
（スーパー・スプレッディング・イベント）



保健所の実施する
積極的疫学調査とは

積極的疫学調査

症状が出る２日前から感染性があるため、症状が出る２日前からそれ以降に接
触した方を濃厚接触者として調査

さらに、発症前14日間にどのような行動パターンがあるかということを調査
厚生労働科学研究「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究」
斎藤繭子・東北大学大学院医学系研究科微生物学准教授の講演資料より抜粋して作成

なぜ２日前以降を調べるのか？
感染可能期間が、発症２日前から発症後７～10日間
程度（又は隔離されるまで）と考えられているため
です。



濃厚接触者の定義
濃厚接触者とは「患者（確定例）＊１」（無症状病原体保有者＊２

を含む。）の感染可能期間＊３に接触した者のうち、

患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内・航空機
内を含む）があった者

適切な感染防護なしに患者（確定例）を診察、看護もしくは
介護していた者

患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直
接触れた可能性が高い者

その他：手で触れることのできる距離（目安として１メート
ル）で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と15
分以上の接触があったもの（周辺の環境や接触の状況等個々
の状況から患者の感染性を総合的に判断する。）

＊１ 患者（確定例）：臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、検査により
新型コロナウイルス感染症と診断された者

＊２ 無症状病原体保有者：臨床的特徴を呈していないが、検査により新型コロナウイルス感染症
と診断された者

＊３ 感染可能期間：発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス
感染症を疑う症状（※）を呈した 2日前から、入院、自宅や施設等待機開始までの間
※発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔

気・嘔吐など
国立感染症研究所 感染症疫学センター 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極
的疫学調査実施要領」（令和2年5月29日版）より抜粋

「濃厚接触者」に対しては、速やかに陽性者を発見する
観点から、全ての濃厚接触者を検査対象とし検査を行う
（初期スクリーニング）。

陰性だった場合も、「患者（確定例）」の感染可能期間
の最終曝露日から14日間は健康観察

発熱や呼吸器症状、倦怠感等新型コロナウイルス感染症
の可能性のある症状が現れた場合、医療機関受診前に、
保健所へ連絡

健康観察期間中にある無症状の濃厚接触者は検査対象と
はならない。自宅や施設等待機などの周囲への感染伝播
のリスクを低減させる対策をとった上で、健康観察を行
う。

無症状者を対象とした検査については、ウイルスが存在
しても、どのタイミングで検出出来るかは不明であり、
検査陰性が感染を否定することにはならない。

濃厚接触者の検査、健康観察

国立感染症研究所 感染症疫学センター 「新型コロナウイルス感染症患者
に対する積極的疫学調査実施要領」（令和2年5月29日版）より抜粋



積極的疫学調査の際に協力してほしいこと
ー感染症法に位置付けられた感染症予防のための調査ですー

感染者が発生した場合に備えて、
症状が出た後の接触者リスト
利用者のケア記録（体温、症状等がわかるもの）
直近2週間の勤務表
施設内に出入りした者（面会者や事業者等の氏名・来訪日時・連絡先）

等の記録を準備しておくこと。

感染者が発生した場合は、保健所の指示に従い濃厚接触となる利用者等の特定に
協力する。濃厚接触が疑われる者については、以下を参考に特定すること。

新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室又は長時間（15分以上）の接触
があった者
適切な感染の防護なしに新型コロナウイルス感染が疑われる者を診察、看護
もしくは介護していた者
新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液・体液・排泄物等の汚染
物質に直接触れた可能性が高い者

◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第百十四号）（抄）
（感染症の発生の状況、動向及び原因の調査）

第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、
当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若し
くは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理
者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

２～５ （略）
６ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状

病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の
関係者は、第一項又は第二項の規定による質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。

７～12 （略）

高齢者入所施設の感染症対策
として
普段から実施しておくべきこと



自分が感染しない
ウイルスを広げないー標準予防策

標準予防策

すべての人の

は、感染の可能性がある物質とみなして対応する。

血液 すべての体液分泌物 排泄物

粘膜傷のある皮膚

標準予防策の実践項目

① 手指衛生

② 個人防護具（手袋、ガウン、マスク、ゴーグル、フェイスシールド

③ 呼吸器衛生／咳エチケット

④ 利用者さんの配置

⑤ 利用者さんのケア用品、器具／機材の取扱い

⑥ 環境整備

⑦ リネン・洗濯物の取扱い
大曲貴夫・操華子「感染管理・感染症看護テキスト」を参照して作成

①手指衛生ー手指が感染経路になる
手指衛生が必要な５つの場面

利用者さんにさわる前：食事介助、おむつ交換、検温、血圧測定
清潔操作／無菌操作前：利用者さんの患部にさわる、カテーテル挿入、吸引など、

清潔な環境で行わなければならないことをする前
体液に触れるリスクがあった後：利用者さんの患部にさわる、おむつ交換、吐いた

ものの処理
利用者さんに触れた後：食事介助、おむつ交換、検温、血圧測定、手袋を脱いだ後
利用者さんの周囲の環境に触れた後



②個人防護具ー適切に防護具を着用できていれば、
濃厚接触者にならない。

個人防護具は入居者ごとに交換する。

個人防護具は、外す際に汚染している可能性のある場所を触らないように外す。

外した後には必ず手指衛生をすることが必要

気管挿管、心肺蘇生などエアロゾルが発生するような処置をしないのであれば、
N95マスクは不要であるが、配置医や看護師に検体採取や緊急時の対応をしても
らう場合は必要となる。

布マスク着用は、マスクなしとして濃厚接触の判断となる。

（布マスク自体を否定するものではない。）

サージカルマスク サージカルマスクに余裕があれば、職員の常時マスク着用を検討。
口、鼻を必ず覆う（口や鼻の粘膜面から感染する可能性がある）。
職員は食堂や詰め所でマスクを外して飲食する場合は、他の職員
と一定の距離を保つ。

手袋 糞便など体液・汚物処理をする場合など、汚染物質（血液・体
液・分泌物・排泄物）との接触の可能性があるとき、
粘膜や傷のある皮膚との接触の可能性があるときに着用する。

長袖ガウン 自分の衣類や露出した皮膚が汚染物質（血液・体液・分泌物・排
泄物）と接触することが予想されるケアを実施するときに着用す
る。

目の防護具（ゴーグル・
フェイスシールド）

血液・体液・分泌物の跳ね返りや散布が発生する可能性のあるケ
アを実施する場合に着用する。

参考：医療機関における濃厚接触者と感染リスク

マスクを着用していない新型コロナウイルス感染症患者さんとの接触

医療従事者の個人防護具 リスク 就業制限

なし 高リスク 最後に暴露した日から14日間

サージカルマスクなし 高リスク 最後に暴露した日から14日間

サージカルマスクあり・
目の防護具なし

中リスク 最後に暴露した日から14日間

サージカルマスクあり・
目の防護具あり・
ガウンまたは手袋の着用な
し

低リスク なし
（体位変換やリハビリなどの広範囲の身体
的接触があった場合は中リスクとして14日
間）

防護具をすべて着用 低リスク なし

注１ 記載されている PPE 以外の PPE は着用していたとする。例えば「眼の防護なし」とある場合は、それ以外の推奨される
PPE(マスク、手袋、ガウン)は着用していたとする。

注２ 接触時間の目安について、15分以上を長時間の基準とする。

一般社団法人日本環境感染学会「医療機関における新型コロナ
ウイルス感染症への対応ガイド第３版」（2020年５月７日）よ
り抜粋して作成



③呼吸器衛生（咳エチケット）

症状のある利用者・職員の呼吸器からの汚染した分泌物（鼻
汁、唾液）を封じ込める

症状のある利用者に、くしゃみや咳をする際は、口と鼻を覆
うように指導する。

くしゃみや咳をする際はティッシュを使用し、ごみはノー
タッチ式のゴミ箱（蓋にさわらずに捨てられる蓋つきのゴミ
箱）に捨てる。

鼻汁や唾液に手が触れた場合は、手指衛生を行う。

可能であれば１メートル以上間隔をあける

利用者が耐えられるようであれば、サージカルマスクを付け
てもらう。

④利用者さんの配置
保健所により濃厚接触者とされた利用者は

原則として個室に移動。個室が足りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室と
する。
個室隔離ができない場合は、ベッドの間隔を2m以上離して配置し、カーテンなど
で仕切る等の対応を行う。

三密を避ける：換気の悪い「密閉」された空間で多くの人が発声を伴う行動
（歌唱や会話等）を、対面を含む「密接」した状況で行い、一定時間の接触が
ある場合（密集）
高齢者は不活発化にともなうフレイルにも注意する必要があることから、換気
や入居者同士の距離（1-2ｍ以上離れる）に留意してプログラムを組むことは可
能。屋外への散歩などは差し支えない。

レクリエーションなど



⑥環境整備
アルコールもしくは次亜塩素酸ナトリウム溶液でよく触れる場所(ドアの取っ手
やノブ、ベッド柵など共有部分など)を消毒

トイレや陰部洗浄ボトルなどの器具は入所者ごとに交換、次亜塩素酸ナトリウ
ムで消毒。体温計等の器具は、可能な限り当該利用者専用とする。

500ppm の次亜塩素酸ナトリウム液の調製
※次亜塩素酸ナトリウム液を用いる場合は、

• 手指衛生には使えないこと
• 木製の被消毒物では不活性化すること
• 金属や衣類では変質するものがあること
• 原液は冷暗所で保存すること
などに留意し、調整した次亜塩素酸溶液は1 日で使い切る（保管状況によっては効果がなくなってしまう場合があ
る）。

⑤ケア用品、器具／機材の取扱い

次亜塩素酸水は次亜塩素酸ナトリウム溶液
とは違います！
次亜塩素酸水は一定の濃度がなければ消毒効果はありません。

「次亜塩素酸水」は、「次亜塩素酸」を主成分とする、酸性の溶液です。
ハイター・塩素系漂白剤など次亜塩素酸ナトリウム溶液とは違います！

有機物に弱いため、目に見える汚れはしっかり落としておく必要があり
ます。

拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上の次亜塩素酸水をたっぷり使い、
消毒したいものの表面をヒタヒタに濡らした後、20秒以上おいてきれい
な布やペーパーで拭き取ってください。（元の汚れがひどい場合などは、
有効塩素濃度200ppm以上）

生成されたばかりの次亜塩素酸水を用いて消毒したいモノに流水掛け流
しを行う場合、35ppm以上のものを使いましょう。20秒以上掛け流した
後、きれいな布やペーパーで拭き取ってください。

不安定な物質のため、冷暗所に保管し、早めに使い切りましょう。

成分等がわからない製品は、購入を控えましょう。厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ「新型コ
ロナウイルスの消毒・除菌方法について」に基づき作成



施設内すべてで換気
居室、サロン、食堂、リハビリ室、診察室、職員休憩室など
施設敷設の空調による換気も必要ですが、開窓ではより多くの換気を行うことが
できる。
可能であれば、定期的（例えば日中は1時間に1回程度、1回10分程度）な換気
を行いましょう。
開窓による換気は2方向以上で行い、風の流れができるように工夫

発熱や検査中の入所者がいる場合は、個室でよりこまめに換気
この場合は1 方向のみの換気で、換気時には個室の空気を施設内のオープンエリ
アに流れない工夫が必要

⑥環境整備

⑦リネン・洗濯物の取扱い

リネン類は通常の80℃、10 分間の熱水消毒
ハンカチやタオル類の共有は避ける

※ 陽性者が発生した場合、クリーニング事業者にリネンを引き取ってもらえない場
合もあることから、使い捨てのシーツが必要になる場合もある（県内病院でも同様
の対応）

その他廃棄物の取扱い
陽性者が発生した場合、その身の回りのものはウイルスが付着
している可能性があるため、処分する際は注意して取り扱う。

老健施設および介護医療院については、廃棄物処理法に基づき
「感染性廃棄物」として処分する必要があるため、あらかじめ、
感染性廃棄物の処分事業者と契約をしておく。

老健施設および介護医療院以外の介護保険サービス事業所につ
いては、「感染性廃棄物」として処理する必要はない※が、宿
泊療養施設における廃棄物の扱いに準じて、廃棄物を取り扱う
職員や、廃棄物を収集・運搬する事業者の作業員が感染するこ
とのないよう、廃棄物を入れる袋や容器の外側にウイルスが付
着しないように、袋を二重にするなどの対応を行った上で、取
り扱った後の手指衛生を徹底する。

※ 廃棄物処理法上の
義務ではないが、そ
れぞれの施設の判断
で、感染性廃棄物と
しての取扱いをする
ことも可能



環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronaqa/qa2.html

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A（医療関係機関等向け）
（令和２年６月29日時点版）

Q2-1 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。

A2-1 医療関係機関や検査機関からは、新型コロナウイルス感染症の診断、治療、検査等に
使用された医療器材が感染性廃棄物として排出されます。

Q2-3 医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物はどの
ように処理すれば良いですか。

A2-3 医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物につい
ては、
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき処理してください。

具体的には、排出事業者は、施設内での保管の際には、仕切りを設けるなどして感染性廃棄
物がそれ以外の廃棄物に混入するおそれがないようにすること、腐敗するおそれのある廃棄
物は冷蔵庫に入れるなどして腐敗しないようにすることが必要です。また排出の際には、廃
棄物の種類や性状に応じた容器を選ぶこと、容器に入れて密閉すること、感染性廃棄物であ
る旨等を表示することなどが必要です。
（参考） 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf

老健施設・介護医療院では感染性廃棄物と
して専門の取扱事業者による処分が必要



Q3-8 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物は
どのように処理すればよいですか。

A3-8 ご質問の施設は、医師等が医業等を行う場所ではないことから、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律に定められた感染性廃棄物が排出される施設には該当しません。そのため、同
法上、感染性廃棄物としての処理が義務付けられるわけではありませんが、その処理に際し
ては、当該施設内やその廃棄物の処理を委託される廃棄物処理業者の従業員において感染防
止対策が適切に講じられる必要があります。

具体的には、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」において感染防
止策として挙げられている対応（A5-5も参照）をとっていただくとともに、特に、ごみに直
接触れないこと、ごみ袋はごみがいっぱいになる前にしっかり縛って封をして排出するこ
と、ごみを捨てた後は石けん等を使って手を洗う

ことなどにご注意ください。また、ごみが袋の外面に触れた場合や、袋を縛った際に隙間が
ある場合や袋に破れがある場合など密閉性をより高める必要がある場合は、二重にごみ袋に
入れるなどの感染防止策に留意する必要があります。

環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronaqa/qa3.html

特養やサ高住では感染性廃棄物としての取
扱いは不要だが、注意して取り扱う



ウイルスを持ち込まない
新型コロナウイルス感染症は、発症の２日前から感染する可能性があり、８割の患
者さんは軽症であるため、施設内にウイルスを持ち込んでしまう可能性を否定でき
ない。

持ち込みのリスクを少しでも低減させる工夫として、施設内への入所を制限

面会の制限：オンライン面会、窓越しの面会、戸外で距離を保っての面会、居室で
はなく相談室で面会などを工夫する。

看取りの際などの面会時：面会者の熱などの体調を記録し、サージカルマスクを着
用していただき、手指衛生を徹底して、必要最小限の時間のみ入室を認める。

事業者の立ち入り制限：物品の受け渡しは玄関など限られた場所で行う。外部サー
ビスは、体調を確認の上、マスク、手指衛生を励行し、必要最小限の時間のみ入室
を認める。

利用者についても体温を測り、発熱等の症状が認められる場合は通所等サービスの
利用は断る。

職員（介護職員だけでなく、事務、送迎、調理、ボランティア等を含む）について
も毎日朝夕体温を記録し、何らかの症状が認められる場合は出勤しないことを徹底。
（県内でも感染者が体調不良時に勤務し続けていた例あり）発熱があった場合は解
熱後24時間経過し、呼吸器症状が改善するまで出勤停止。

日常生活から、三密の環境を避けるなど、自分自身の健康管理を励行する。少しで
も体調不良があれば休むよう励行する。

高齢者入所施設での
クラスタ発生を防ぐために
早期に施設内感染を察知する



長崎大学病院の高齢者施設向け新型コロナ
感染防止対策動画を是非ご覧ください。



この症状があれば、新型コロナウ
イルス感染症と考えていいのか？

風邪

インフルエンザ

感染性胃腸炎（ノロウイルス感染症等）

一般的な肺炎（細菌性肺炎や誤嚥性肺炎） 等

ここで示した症状がみられる、「高齢者の主な」ほかの病気

現時点では、新型コロナウイルス感染症ではなく、圧倒的にこ
れらの病気の可能性のほうが高い。

ではどうやって区別するのか？
風邪と比べて長引く

インフルエンザと比べて長引く（３－４日たっても熱が続く）

感染性胃腸炎と比べて、咳やのどの痛みも出てくる

誤嚥性肺炎と比べて、周りの人も調子を落としている。

長引くことと、周りへの伝播力が強いことが手掛かり
→周りへの伝播力が強いという特徴を見逃さないこと
が極めて重要



早期に施設内感染を察知する
職員・利用者の健康状態を毎日朝晩確認しておくことが必要。
発熱患者が多いなど、いつもと何か違うと気づくことができるかどうかが、早期に
持ち込みを感知するきっかけになる。
健康管理情報を管理する人をあらかじめ決めておく
→法人間で人の行き来もあると思われるので、事業所単位だけではなく、法人単位

でも集計すると数字の動きが分かることがある。
その情報をもとに、誰が判断を行うかをあらかじめ決めておく

早期に施設内感染を察知する

※社会福祉施設の皆様は、普段から
ア：同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ：同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
ウ：アおよびイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認

めた場合
については、市または県の主管部局に報告するとともに、併せて保健所に報告することとなっています。（「社会福祉施設等に
おける感染症等発生時に係る報告について」（平成17年２月22日健発第0222002号厚生労働省健康局長ほか連名通知））

発熱者数などを記録する様式は、紙や電子データなど任意の方法を用いてもらって
構いませんが、例えば、普段インフルエンザなどの集団感染が発生した時に報告様
式としてもらっている様式を参考にしてください。

【南部健康福祉事務所（草津保健所）】感染症のページ「社会福祉施設等における感染症
集団発生時の対応について」
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/300414.html（様
式のエクセル表はここからダウンロードできます。）



高齢者入所施設における
クラスタ発生時の対応について

高齢者入所施設におけるクラスタ発生時の対応（たたき台）①

①クラスタ発生の徴候の把握からPCR検査まで

〇入所施設においては、３月18日事務連絡により、職員等に患者（確定例）や濃厚接触者、疑
似症患者でPCR検査が行われる者が発生した場合は県医療福祉推進課に連絡することとされ
ている。

〇これに加え、朝晩、全利用者と全職員の熱を測り、37.5℃以上の人数を記録してグラフ化す
ることにより、発熱者の増加などの徴候を把握することとする。
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発熱者が増えた！

① 発熱者の人数が増加したタイミングで、症状が
ある利用者を個室隔離（職員の場合は出勤停止）

② 症状のある利用者について、配置医・協力医に
相談して、疑い例の定義に該当する患者を特定。

③ 配置医・協力医がPCR検査（行政検査）が必要
と認めた場合、帰国者・接触者相談センターに連
絡。

合わせて県・医療福祉推進課にも連絡（3/18事
務連絡様式）

④ 帰国者・接触者相談センターが保健所と調整して、帰国者・接触者外来を受診する。
検査対象者が寝たきりなど帰国者・接触者外来で受診することが難しい場合は、
保健所が検体を採取するか、
困難な場合は配置医等が検体を採取し、保健所（衛生科学センター）に持ち込む
などの対応を保健所・県医療福祉推進課で調整する。

（留意点１） 現在、PCRセンターも拡大しつつあり、必ずしも、帰国者・接触者外来を通じて行政検査をしなくても、PCR
センターでの検査で足りる場合は、各医師会を通じてPCRセンターの予約を取って、検査を受けることも考えられる。

（留意点２） 唾液での検査も可能となったため、必ずしも医師が検体を採取する必要がなくなる可能性もある。（ピアザで
は看護師が採取）



高齢者入所施設におけるクラスタ発生時の対応（たたき台）②
②PCR検査対象者（疑似症患者）が発生

入所施設

県
医福課

指定権者
（市町）

帰国者・接
触者相談セ

ンター

※３月18
日事務連絡
の様式によ
り報告

保健所
受診調整

PCR検査

配置医・協力医がPCR検査が必要と認めた場合

老健施設
特別養護老人ホーム
認知症対応型グループホーム
サービス付高齢者向け住宅 等

PCRセ
ンター

等

〇保健所に県医療福祉推進課から連絡、あるいは
直接入所施設から相談があった場合、保健所長
は必要性を判断して（多数例の発生等）、詳細
な発生状況の報告を要請し、要すれば立ち入り
調査をおこなう。

〇県医療福祉推進課（大津市では大津市介護保険
課）の職員・保健師は、保健所の調査時には連
携して同行する。

・感染拡大防止策の指導（標準予防策・健康管理
の徹底、個室隔離、ゾーニング等）

・防護具・アルコール等衛生用品の支援の要否確
認

・応援職員の支援の要否確認
等 を行う。

帰国者・接触
者外来

連絡

調査・指導
必要時（多数例発生時等）

PCR検査対象者
（疑似症患者）

疑似症患者が陽性ならば
濃厚接触者になる方

この時点ではPCR検査対象者とならないが、疑似症患者
が確定例となる蓋然性が高ければ、PCR検査結果が判明
するまで（半日～１日で判明）、念のため健康観察、個
室管理。

同行

相談

PCR検査

高齢者入所施設におけるクラスタ発生時の対応（たたき台）③

③PCR検査陽性者（確定患者）の発生

〇保健所において、
・積極的疫学調査（感染源、接触者調

査等）
・濃厚接触者の特定と調査

〇県医療福祉推進課の職員・保健師が保
健所の積極的疫学調査に同行する。

・消毒・ゾーニング等の指導
・防護具・アルコール等衛生用品の支
援の要否確認
・応援職員の支援の要否確認
・利用者家族や関係事業所への説明や
事業所による発生状況の公表の調整
を行う。

感染症法に基づき、
医療機関より直ちに患者発生届
が保健所に提出される。

県
医福課

指定権者
（市町）

保健所

※３月18
日事務連絡
の様式によ
り報告

積極的疫学調査

同行

濃厚接触者

この時点ではPCR検査対象者とならないが、
濃厚接触者が確定例となる蓋然性が高ければ
（有症状等）、PCR検査結果が判明するまで
（半日～１日で判明）、念のため健康観察、
個室隔離。

全員PCR検査へ

濃厚接触者が陽性ならば
その濃厚接触者になる方



高齢者入所施設におけるクラスタ発生時の対応（たたき台）④

④陽性患者の確定から入院等へ

疑似症患者・濃厚接触者

医療機関にて陽性確定

〇高齢者入所施設の利用者は全員高齢者であり、重症化の恐れがあ
ることから、陽性患者は無症候者や軽症者も含めて、
原則として入院

（注）高齢者であるため、重症化した場合に人工呼吸器（挿管）
を実施するかなど、どの程度の医療対応を行うかは、あらかじ
め、本人や家族に意向を確認し、入院する際も病院に伝達する
必要がある。

〇県内において、重症・中等症患者の発生に備えて、医療機関に空
床を確保する必要がある場合は、
無症候者、軽症者に限って
個室が用意できる入所施設については、施設内療養を検討する？

・医療機関（ICN等）からの感染管理支援（PPE着脱、ゾーニング
等）について事前に協議しておく必要あり。

DMATの派遣を検討する？

・職員の感染等により介護職員を確保できない事態に備えて、グ
ループ内や地域内事業所で「支援の在り方」について事前に協議
しておく必要あり。
DWATの派遣を検討する？

県コントロールセンター

コロナ受入病床
のある医療機関

搬送手段の
調整受入先の調整

入所施設

保健所に発生届

結果報告

確定患者は
原則として入院へ

高齢者入所施設における感染防止にむけて
やることはシンプル 標準予防策＋感染経路の遮断

感染経路の遮断

・持ち込まない →面会制限・部外者の立ち入り制限、職員の健
康管理・出入り時の手指消毒等

・広げない →マスク等防護具の着用、１ケア１手洗いなど
手指消毒、ゾーニング、個室の用意

・持ち出さない →入所者の外部サービス利用を控える等

標準予防策：全ての血液・体液・排泄物・分泌物・創傷皮膚・粘
膜等やこれに触れたガーゼや手指等は感染源として扱う

→これらに触れる場合は手袋、マスク、エプロン、ゴーグル等を
着用し、ケアを行うごとに必ず手指消毒を行う

→ 衛生用品の確保が重要 →２か月分の備蓄を

これ以上のマニュアルは不要。必要なのは実践（ゾーニング・感
染症研修・シミュレーション）




